
｢熱中症｣は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能

がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内で何もしていないときでも

発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります。

熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を配り、熱中症に

よる健康被害を防ぎましょう。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/

熱中症予防のための情報・資料

熱中症予防のための情報・資料サイト

室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じていなくても

こまめに水分・塩分などを補給

こまめに水分を補給する！

『熱中症警戒アラート』発表時には、外出をなるべく控え、暑さを避けましょう

保冷剤、氷、冷たいタオル

などで、からだを冷やす

吸湿性・速乾性のある

通気性のよい衣服を着用

天気のよい日は日陰の

利用、こまめな休憩

外出時には日傘や

帽子を着用

遮光カーテン、すだれ、

打ち水を利用

扇風機やエアコンで

温度をこまめに調節

暑さを避ける！

熱中症予防のために

スマホでも

見れます

令和5年第３回市議会定例会　一般質問資料①

新市政クラブ　出村ゆかり

出典元：厚労省



熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。

高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、

暑さに対するからだの調整機能も低下しているので、注意が必要です。

また、子どもは体温の調節能力がまだ十分に発達していないので気を配る必要があります。

高齢者や子ども、障がいをお持ちの方は、特に注意が必要！

暑さを感じなくても室温や外気温を測定し、扇風機や

エアコンを使って温度調整するよう心がけましょう。

室内でも熱中症予防！

その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響します。

体調の変化に気をつけましょう。

暑さの感じ方は、人によって異なります

ご注意

自力で水が飲めない、応答がおかしい時は、

ためらわずに救急車を呼びましょう！

水分・塩分、経口補水液※

などを補給
※水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの

衣服をゆるめ、からだを

冷やす
（首の周り、脇の下、足の付け根など）

エアコンが効いている

室内や風通しのよい日陰

など涼しい場所へ避難

熱中症が疑われる人を見かけたら（主な応急処置）

応急処置をしても症状が改善されない場合は医療機関を受診しましょう

判断力低下集中力低下

倦怠感虚脱感

嘔吐頭痛病状が

すすむと…

大量の発汗筋肉痛

生あくび
筋肉の

こむら返り

立ちくらみめまい

熱中症の症状

こまめに

水分補給

令和5年第３回市議会定例会　一般質問　資料②      

新市政クラブ　出村ゆかり

出典元：厚労省
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熱中症対策の推進のための
法制度について

～気候変動適応法の改正・実行計画の概要～

令和５年７月19日

大臣官房環境保健部

環境安全課

令和5年第３回市議会定例会　一般質問資料③  （熱中症対策について）

出典元：環境省HP                   新市政クラブ　出村ゆかり
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気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の概要
公布日：令和５年５月12日

気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、気候変動適応法を改正し、熱中症に関する政府の対策を示す実行計画や、熱中症の危険

が高い場合に国民に注意を促す特別警戒情報を法定化するとともに、特別警戒情報の発表期間中における暑熱から避難するための施設の開放措置

など、熱中症予防を強化するための仕組みを創設する等の措置を講じるものです。

■ 背景 ■ 主な改正内容

○熱中症対策については、関係府省庁で普及啓発等に取り組んできたが、
熱中症による死亡者数の増加傾向が続いており、近年は、年間1,000
人を超える年も。

○「熱中症警戒アラート」（本格実施は令和３年から）の発表も実施してき
たが、熱中症予防の必要性は未だ国民に十分に浸透していない。

○今後、地球温暖化が進めば、極端な高温の発生リスクも増加すると見
込まれることから、法的裏付けのある、より積極的な熱中症対策を進
める必要あり。

熱中症による死亡者(５年移動平均)の推移
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出典:人口動態統計から環境省が作成

（人）

出典：令和４年防災白書及び人口動態統計

自然災害 熱中症

2017年 129人 635人

2018年 444人 1,581人

2019年 155人 1,224人

2020年 119人 1,528人

2021年 186人 755人

自然災害及び熱中症による死者数

日本の年平均気温偏差

出典：気象庁 日本の年平均気温

細線（黒）：各年の平均気温の基準値
からの偏差

太線（青）：偏差の5年移動平均値
直線（赤）：長期変化傾向
基準値は1991～2020年の30年平均値。

現状 気候変動適応法の改正により措置

国

の

対

策

• 環境大臣が議長を務める熱中症
対策推進会議（構成員は関係府省庁の

担当部局長）で熱中症対策行動計画
を策定（法の位置づけなし）

（関係府省庁：内閣官房、内閣府、総務省、文
部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産
業省、国土交通省、気象庁）

• 熱中症対策実行計画として法定の閣議決
定計画に格上げ

→ 関係府省庁間の連携を強化し、これまで以上に
総合的かつ計画的に熱中症対策を推進

※熱中症対策推進会議は熱中症対策実行計画において位置づけ

ア

ラ

ー
ト

• 環境省と気象庁とで、熱中症警
戒アラートを発信（法の位置づけな

し）
※本格実施は令和3年から

• 現行アラートを熱中症警戒情報として法
に位置づけ

• さらに、より深刻な健康被害が発生し得
る場合に備え、一段上の熱中症特別警戒
情報を創設（新規）

→ 法定化により、以下の措置とも連動した、より
強力かつ確実な熱中症対策が可能に

地

域

の

対

策

• 海外においては、極端な高温時
への対策としてクーリングシェ
ルターの活用が進められている
が、国内での取組は限定的

• 独居老人等の熱中症弱者に対す
る地域における見守りや声かけ
を行う自治体職員等が不足

• 市町村長が冷房設備を有する等の要件を
満たす施設（公民館、図書館、ショッピング

センター等）を指定暑熱避難施設（クーリ
ングシェルター）として指定（新規）

→ 指定暑熱避難施設は、特別警戒情報の発表期間
中、一般に開放

• 市町村長が熱中症対策の普及啓発等に取
り組む民間団体等を熱中症対策普及団体
として指定（新規）

→ 地域の実情に合わせた普及啓発により、熱中症
弱者の予防行動を徹底

• 警戒情報の発表の前提となる情報の整理・分析等
や、地域における対策推進に関する情報の提供等
を環境再生保全機構の業務に追加

→ 熱中症対策をより安定的かつ着実に行える体制を確立

＜施行期日＞

• 熱中症対策実行計画の策定に関する規定：公布の日から１月以内で政令で定める日

• その他の規定：公布の日から１年以内で政令で定める日

政府・市町村等関係主体の連携した対策の推進により、熱中症死亡者数の顕著な減少を目指す

独立行政法人環境再生保全機構法の改正により措置

現行「アラート」の
告知画像




